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１．募集の趣旨 

 平成１５年６月に地方自治法の一部が改正（平成１５年９月２日）され、公の施設の管理につい

ては、広く民間の能力を活用することでサービスの向上や経費の削減を目指す指定管理者制度が導

入されました。これを受けて、宮代町立図書館（以下「図書館」という。）では、平成２３年４月

１日から、指定管理者制度による施設の管理・運営を行ってきました。 

 このたび、図書館の第２期の指定期間の満了に伴い、「第２次図書館ビジョン（令和２年３月策

定）」の実現を目指した現行のサービス水準及び各種取り組みを維持・発展させる事業提案を期待

して第３期指定管理者となる事業者を募集します。 

 

 

２．対象施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．指定管理者が行う業務の範囲 

（１）施設の運営に関すること。 

（２）施設、設備及び物品の維持管理に関すること。 

（３）施設の設置目的にあった自主事業の実施に関すること 

（４）その他必要な業務に関すること。 

 注１ 詳細な業務の範囲は、別冊「業務要求水準書」を参照してください。 

 注２ 業務の実施に関する詳細事項は、協議のうえ、協定で定めます。 

 

 

４．管理の基準 

（１）関係する法令及び条例の規定を遵守すること。 

（２）利用者に対し適切な対応を行うこと。 

区 分 内     容 

名  称 宮代町立図書館 

設置目的 図書その他の資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の文化・教養・

調査・研究・レクリェーション等に資することを目的とする。 

所 在 地 宮代町字百間１１３９番地 

建物概要 延べ床面積 ２，８１７．５７㎡ 

構造・規模 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨 

竣  工 平成６年１月 

配 置 等 別冊「宮代町立図書館に関する業務要求水準書（以下「業務要求水準書」

という。）」参照 
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（３）施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。 

（４）業務に関して取得した利用者個人に対する情報を適切に取り扱うこと。 

 注１ 管理基準に関する詳細事項は、協議のうえ、協定で定めます。 

 注２ 管理基準を遵守できない場合は、指定管理者の指定を取り消すことがあります。 

 

 

５．管理に要する経費（指定管理料等） 

（１）各年度の指定管理料の上限額は、８８，２９５千円（消費税及び地方消費税を含む。）とし

ます。 

（２）指定管理料の上限額は、管理に要するすべての経費から、施設利用料金及びその他収入（自

主事業収入）の見込み額を差し引いた額となっています。 

（３）図書館資料の確保・充実を図る観点から、収支計画書における「資料（図書、雑誌、視聴覚

資料）購入費」の下限額を、１３，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。）とします。 

（４）収支計画書の作成にあたっては、別冊「業務要求水準書」別添資料２「過去４年度分決算資

料」を参考にしてください。 

（５）収支計画書における「修繕経費」については、小規模修繕に要する経費として、７００千円

（消費税及び地方消費税を含む。）で計上してください。なお、修繕に関する町と指定管理者

のリスク分担については、別冊「業務要求水準書」第４施設の維持管理に関する業務基準を参

照してください。 

（６）令和３年度の指定管理料及び資料購入費については、応募者が提案した額及び収支計画書に

基づき、町と指定候補者との協議のうえ決定します。 

なお、以降の指定管理料及び資料購入費については、令和３年度の額を基準として、各年度

の収支計画及び町の財政状況等に基づき町と指定候補者との協議のうえ決定します。 

（７）指定管理料の支払い方法、支払い時期については、町と指定候補者との協議のうえ協定書で

定めます。 

 

 

６．指定期間  

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間 

 

 

７．利用料金 

  施設の利用に係る料金及び事業収入は、指定管理者の収入にします。利用料金は条例に定める

額の範囲内で設定していただきますが、設定に当たっては事前に町長の承認が必要です。 

  また、免除の規定についても条例で定めています。 
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８．応募の資格 

応募者の資格は、次に該当する法人その他の団体（以下「法人等」という。）とします。 

（１）法人等又はその代表者が地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当しないこと。 

（２）法人等又はその代表者が宮代町工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく指名停止

期間中の者でないこと。 

（３）法人等又はその代表者が会社更生法又は民事再生法の規定による更生手続又は再生手続の開

始の申し立てがなされた場合は、更生手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされている

こと。 

（４）法人等又はその代表者が国、県及び町の税について滞納がないこと。（法人税、法人県民税、

法人事業税、自動車税、法人町民税、軽自動車税、固定資産税、消費税及び地方消費税等） 

（５）法人等又はその代表者若しくはその従業者が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構

成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下に

ないこと。 

（６）その他町長が必要と認める事項。 

 

 

９．「第 2 次宮代町立図書館ビジョン」の実現のための事業提案 

  図書館ビジョンには、次の①～⑦の７項目が「図書館の将来像を実現するための重点課題」と

して設定されています。そして、各項目において概ね５年以内に実施するべき施策が整理されて

おり、第２期指定管理においては、これらの施策を実行する取り組みが推進されているところで

す。 

  第３期指定管理者の募集にあたっても、引き続き７項目の重点課題に基づいた取り組みを維

持・発展させるとともに、より一層図書館ビジョンの実現に近づけることができる新たな施策及

び事業の提案をお願いします。 

  なお、以下「施策及び事業提案にあたってのポイント」については、第２次宮代町立図書館ビ

ジョンの重点課題を一部改変したもので、（★）印は、優先的課題として積極的な提案を期待す

る事項です。 

 

重点課題① 利用しやすさ（利便性）の向上 

 

事業提案にあたってのポイント  

ア 開館時間の見直し（★） 

イ 館外サービスの充実（★） 

ウ 資料検索、リクエスト、貸出サービス等の改善・充実（★） 

エ 閉館（休館）日の見直しの検討 

オ その他 
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重点課題② レファレンスサービスの充実と利用促進 

 

  重点課題③ 利用者ニーズ・地域課題に対応した資料収集 

 

  重点課題④ 高齢者、障がい者向けサービスの充実 

 

  重点課題⑤ 子供の読書活動の推進と小中学校との連携 

 

重点課題⑥ 地域に根差し、住民・利用者とともに育む図書館運営 

 

 

 

 

 

 

事業提案にあたってのポイント  

ア 相談窓口（スタッフ）の設置（★） 

イ 利用の促進（★） 

ウ その他 

事業提案にあたってのポイント  

ア 多様な情報資料の蓄積と提供（★） 

イ 電子（デジタル）資料の充実と利用促進（★） 

ウ その他 

事業提案にあたってのポイント  

ア 高齢者向けサービスの充実（★） 

イ さまざまな障がいに対応したサービスの充実（★） 

ウ 来館が困難な障がい者や高齢者向けサービスの実施（★） 

エ その他 

事業提案にあたってのポイント  

ア ボランティアとの連携による魅力ある行事の継続開催（★） 

イ 乳幼児を連れた保護者向けサービスの推進（読書による子育ての支援）（★） 

ウ 児童や青少年（ヤングアダルト）の読書活動の促進、図書館利用につながる 

行事等の継続開催（★） 

エ 小中学校との連携（★） 

オ その他 

事業提案にあたってのポイント  

ア 専門的職員の配置と育成（★） 

イ 住民や利用者の交流と図書館運営への参画（★） 

ウ 情報の公開と発信の強化（★） 

エ その他 
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重点課題⑦ 施設の適切な維持改善と快適な利用環境づくり 

 

 

１０．並行運営 

   施設の管理運営を円滑に移行するために、令和３年１月からの３ヶ月を並行運営期間とし、

事務や事業の引継ぎを順次行うものとします。なお、引継ぎにかかわる費用は、指定管理者の

負担とします。 

 

 

１１．応募手続 

（１）申請の方法 

   申請にあたっては、指定した書類を持参により提出してください。 

（２）受付期間 

   令和２年６月１日（月）から６月３０日（火）までの午前９時から午後５時まで 

＊ただし、土日を除く。 

（３）提出書類作成上の留意点 

   提出書類は、原則として全てＡ４判（印刷の向き：縦、文字方向：横書き）で作成のうえ、

縦型ファイルに左綴じで提出してください。 

（４）著作権の帰属等 

   応募書類等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、町は、指定管理者の決定の公表上必

要な場合は、応募書類等の内容を無償で使用できるものとします。また、提出書類は、理由の

如何を問わず返却しません。 

（５）提出書類の情報公開 

   指定管理者に関する情報について、町に対し情報公開請求があった場合には、透明性の確保

から、提出された書類について公開する場合があります。 

（６）費用の負担 

応募に関し必要な費用は、応募者の負担とします。 

（７）資料の取扱い 

   町が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的での使用を禁じます。 

 注１ 未着・延滞等の場合は原因の如何を問わず、町では責任を負いません。 

  注２ 持参する際には、事前に担当に連絡してください。 

 

事業提案にあたってのポイント  

ア 施設、設備の改修（★） 

イ 既存施設の活用、改修等による飲食、交流スペースの創造（★） 

ウ 閲覧、学習スペースの充実 

エ その他 
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１２．提出書類 

（１）指定管理者の指定申請関係書類 

  ①宮代町指定管理者指定申請書 ［様式第 1 号（第 3 条関係）］ 

  ②法人の登記簿謄本、定款、寄附行為、規約（就業規定、給与規定等）、会則又はこれらに類

する書類 

  ③法人の決算関係書類（前事業年度の事業報告書及び収支決算書、損益計算書、賃借対照表、

財産目録又はこれらに準ずる書類） 

  ④法人の予算関係書類（本年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類） 

  ⑤法人税、消費税、事業税、地方消費税の納税証明書（直近の決算期に係るもの） 

⑥法人等の設立趣旨、組織、事業内容等法人の概要がわかるもの 

⑦誓約書（別紙６） 

⑧法人等役員名簿（別紙７） 

（２）図書館の施設管理運営に関する書類 

  ①「宮代町立図書館」事業計画書（別紙 1） 

  ②「宮代町立図書館」事業計画書第 2 次図書館ビジョン（別紙 1－１～１－７） 

  ③「宮代町立図書館」令和 3 年度収支計画書（別紙 2） 

  ④「宮代町立図書館」収支計画書（５ヵ年総括表）（別紙３） 

  ⑤共同事業体協定書兼委任状（別紙５）※該当する場合のみ提出。 

（３）令和２年度の並行運営に関する書類 

  ①並行運営期間の施設運営全般の引継ぎに関する書類（別紙４） 

   ※現行の指定管理者については提出不要。 

（４）提出部数 

   １１部（正本１部 副本１０部） 

＊ただし、法人の登記簿謄本、定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類については、

正本１部のみ提出してください。 

  注 町が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

 

 

１３．選定までの手順 

（１）選定方法 

   宮代町指定管理者候補者選定委員会において、書類審査及び提案プレゼンテーション及び面

接審査を行い、その審査結果を踏まえ、町長が指定管理者の候補者を選定します。詳細につい

ては、後日連絡します。 

（２）選定基準 

①施設設置の目的が達成できること。 

②利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。 
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③事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮する 

ものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。 

④事業計画書に沿って当該施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規 

模及び能力を有すること。 

⑤町民の声が反映される管理が行われること。 

⑥宮代町のまちづくりの考え方に適合していること。 

⑦安全管理の体制が整っていること。 

⑧図書館ビジョンの実現に向けた運営が行われること。 

⑨そのほか、町長が施設の性質又は目的に応じて定める基準に適合していること。 

 

 

１４．指定管理者の決定 

（１）指定管理者の決定方法 

   指定管理者は、町議会の議決を経て、町長が指定します。 

（２）指定の通知等 

   指定管理者の指定を行ったときは、文書で通知するとともに、町の掲示板及び広報、ホーム

ページにおいて周知します。 
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１５．今後のスケジュール 

 

 

１６．応募説明会・現場説明会 

（１）説明会 ６月９日（火）午後３時～ 

        宮代町立図書館研修室 にて 

   ※参加希望者は別添申込書にてＥメール、ＦＡＸ又は持参でお申込みください。 

（２）質問表  

① 受付期間 ６月９日（火）～６月１５日（月）午後５時まで 

内  容 と  き 場所・時間 

募集要項の設置・業務要求水準

書の配布 

６月１日（月） 

～ 

６月３０日（火） 

宮代町生涯学習・スポーツ振興担当 

午前９時～午後５時（土日祝を除く） 

町ホームページに掲載 

応募説明会及び現場説明会の

参加受付 

６月１日（月） 

～ 

６月８日（月） 

宮代町生涯学習・スポーツ振興担当 

６月８日（月）午後５時までに電子メ

ール又は FAX で申し込み 

応募説明会及び現場説明会の

開催 
６月９日（火） 

宮代町立図書館研修室 

午後３時開始 

質問の受付 

６月９日（火） 

～ 

６月１５日（月） 

６月１５日(月)午後５時までに電子

メールにて提出 

質問回答 ６月２２日（月） 町ホームページにて公表 

応募書類提出受付 

６月１日（月） 

～ 

６月３０日（火） 

宮代町生涯学習・スポーツ振興担当 

午前９時～午後５時（土日祝を除く） 

第１次審査（書類審査） ７月１４日（火）  

第２次審査（面接審査） ７月２１日（火）  

第２次審査（面接審査） 

候補者の決定 
７月２８日（火）  

選定結果の公表 ８月中旬  

 
指定管理者の引継ぎ（並行運営）

を必要とする場合 

指定管理者の引継ぎ（並行運営） 

を必要としない場合 

指定管理者の指定議決 ９月下旬 １２月上旬 

指定管理者の決定通知 ９月下旬 １２月中旬 

協定締結 １０月中 １２月中 

並行運営開始 １月から － 

指定管理者による業務開始 ４月１日から ４月１日から 
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② 受付方法 質問の要旨を簡潔にまとめ、別添の「指定管理にかかる質問表」に記入し、Ｅ

メールで送付してください。送信の際は、送信未達を防ぐため必ず電話にてご連

絡ください。前記以外での方法によるもの、又は受付期間を過ぎたものは一切受

付しません。 

  ③ 回答方法  ６月２２日（月）を目途に質問に対する回答書を町のホームページに掲載し

ますのでご確認ください。回答にあたっては、質問をした事業者名は公表しませ

ん。 

なお、意見表明や質問内容が不明瞭なものについては回答しないことがありま

す。 

 

 

１７．問合せ及び受付窓口 

宮代町教育推進課生涯学習・スポーツ振興担当 飯山・川﨑 

ＴＥＬ ０４８０（３４）１１１１（内線４３３） 

ＦＡＸ ０４８０（３４）４１５２ 

   E メール gakusyu@town.miyashiro.saitama.jp 
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宮代町立図書館指定管理者 

応募説明会・現場説明会参加申込書 

 

 

 

令和２年  月  日 

 

 

                     申込者氏名：                

※本申込書はＥメール、FAXまたは持参でお申し込みください。 

※説明会当日は、業務要求水準書、募集要項等をご持参ください。 

 

 

 

 

【担当（送付先）】 

宮代町教育推進課生涯学習・スポーツ振興担当 飯山、川﨑 

ＴＥＬ ０４８０（３４）１１１１（内線４３３） 

ＦＡＸ ０４８０（３４）４１５２ 

E メール gakusyu@town.miyashiro.saitama.jp 

 

１ 団体名  

２ 所在地 〒 

３ 代表者名  

４ 電話番号  

５ FAX番号  

６ Eメール  

７ 担当者所属・氏名  

８ 説明会参加人数  

申込期間 ６月１日（月）から６月８日（月）まで 



 

13 

「宮代町立図書館」指定管理にかかる質問表 

   

令和２年  月  日 

   

 

 

 

＊質問事項１件ごとに記入してください。 

 

団体名 
 

担当者名  

電話番号 

ＦＡＸ番号 

 

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

№ 書類名 
ページ 

項 目 
内    容 

１ 

   

２ 

   

３ 
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様式第1号（第3条関係） 

  

宮代町指定管理者指定申請書 

  令和２年  月  日 

 

宮代町長  様 

 

申 請 者 

団体の所在地                  

団 体 の 名 称                  

代 表 者 氏 名               印  

連 絡 先                  

 

宮代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第３条の規定により指定管理者の

指定を受けたいので、下記の書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 公の施設の名称及び所在地 

 

２ 提出書類 

（１）「宮代町立図書館」事業計画書（別紙１） 

（２）「宮代町立図書館」事業計画書第２次宮代町立図書館ビジョン（別紙 1－１ ～ １－７） 

（３）「宮代町立図書館」令和３年度収支計画書（別紙２） 

（４）「宮代町立図書館」収支計画書（５ヵ年総括表）（別紙３） 

（５）並行運営期間の施設運営全般の引継ぎに関する書類（別紙４）※１ 

（６）共同事業体協定書兼委任状（別紙５）※２ 

（７）誓約書（別紙６） 

（８）法人等役員名簿（別紙７） 

（９）経営状況を確認することができる書類 

（１０）申請することができる団体の資格を有していることを証する書類 

（１１）法人の登記簿謄本、定款、寄附行為、規約、会則又はこれらに類するもの 

（１２）その他町長が別に定める書類 

※１現行の指定管理者については提出不要 

 ※２該当する場合のみ提出 

施 設 の 名 称 宮代町立図書館 

施設の所在地 宮代町字百間１１３９番地 
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別紙 1 

 

 

「宮代町立図書館」事業計画書 

 

 

 

団体名  

団体の所在地  

代表者の氏名  設立年月日  年  月  日 

電話番号  ＦＡＸ  

Ｅメール  

図書館管理運営の実績 

名称(団体名) 所在地 
形態(委託・指定管理など) 

受託内容・受託期間 
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（１）管理運営を行うにあたっての経営方針 

＊記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。 

＊記載しきれない場合は、別資料として提出(Ａ４版)することも可とします。 

① 図書館の設置目的を達成し、円滑な管理運営を図るための心構え、基本的な考え方、理念、

コンセプト(より良いサービスの提供、より効果的、効率的な運営など)を記述してください。 
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（２）管理運営を行う意欲 

＊記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。 

＊記載しきれない場合は、別資料として提出(Ａ４版)することも可とします。
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（３）施設運営全般 

＊記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。 

＊記載しきれない場合は、別資料として提出(Ａ４版)することも可とします。 

① 施設サービス（有料施設の貸出し業務を含む）の適正な実施と利用促進のための方策につ

いて 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 実施体制、職員配置等について（勤務体制・資格、館長の役割・業務等） 
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（３）施設運営全般 

＊記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。 

＊記載しきれない場合は、別資料として提出(Ａ４版)することも可とします。 

③ 利用料金の設定について 

 

 

 

 

 

 

④ 急病・緊急時の対応について 

 

 

 

 

 

⑤ 個人情報の取扱いや施設の管理運営に係る情報公開についての考え方について   

 

 

 

 

 

⑥ 利用者等の要望や苦情等の把握及び対処方法について 
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（４）施設管理全般 

＊記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。 

＊記載しきれない場合は、別資料として提出(Ａ４版)することも可とします。 

① 維持管理業務の実施体制（委託予定事業者等）と年間計画（各業務の実施回数等）、及び備

品の管理方法等について 

※別冊「業務要求水準書」別添資料４「維持管理業務一覧」参照 
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（５）その他 

＊記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。 

＊記載しきれない場合は、別資料として提出(Ａ４版)することも可とします。 

①施設の現状に対する考え方、将来展望、サービスを向上させるための改善等、その他特記す

べき事項があれば記載してください。（第２次宮代町立図書館ビジョンとの記入の整合を図っ

てください。） 
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別紙 1－１ 

「宮代町立図書館」事業計画書 

第２次宮代町立図書館ビジョン 

＊記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。 

＊記載しきれない場合は、別資料として提出(Ａ４版)することも可とします。 

 

図書館ビジョン 

 重点課題① 利用しやすさ（利便性）の向上 

事業提案にあたってのポイント  

ア 開館時間の見直し（★） 

イ 館外サービスの充実（★） 

ウ 資料検索、リクエスト、貸出サービス等の改善・充実（★） 

エ 開館（休館）日の見直しの検討 

<記入欄> 
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別紙 1－２ 

「宮代町立図書館」事業計画書 

第２次宮代町立図書館ビジョン 

＊記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。 

＊記載しきれない場合は、別資料として提出(Ａ４版)することも可とします。 

図書館ビジョン 

 重点課題② レファレンスサービスの充実と利用促進 

事業提案にあたってのポイント  

ア 相談窓口（スタッフ）の設置（★） 

イ 利用の促進（★） 

ウ その他 

<記入欄> 
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別紙 1－３ 

「宮代町立図書館」事業計画書 

第２次宮代町立図書館ビジョン 

＊記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。 

＊記載しきれない場合は、別資料として提出(Ａ４版)することも可とします。 

 

図書館ビジョン 

 重点課題③ 利用者ニーズ・地域課題に対応した資料収集 

事業提案にあたってのポイント  

ア 多様な情報資料の蓄積と提供（★） 

イ 電子（デジタル）資料の充実と利用促進（★） 

ウ その他 

<記入欄> 

 



 

25 

別紙 1－４ 

「宮代町立図書館」事業計画書 

第２次宮代町立図書館ビジョン 

＊記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。 

＊記載しきれない場合は、別資料として提出(Ａ４版)することも可とします。 

 

図書館ビジョン 

 重点課題④ 高齢者、障がい者向けサービスの充実 

事業提案にあたってのポイント 

ア 高齢者向けサービスの充実（★） 

イ さまざまな障がいに対応したサービスの充実（★） 

ウ 来館が困難な障がい者や高齢者向けサービスの実施（★） 

エ その他 

<記入欄> 
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別紙 1－５ 

「宮代町立図書館」事業計画書 

第２次宮代町立図書館ビジョン 

＊記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。 

＊記載しきれない場合は、別資料として提出(Ａ４版)することも可とします。 

 

 

図書館ビジョン 

 重点課題⑤ 子供の読書活動の推進と小中学校との連携 

事業提案にあたってのポイント  

ア ボランティアとの連携による魅力ある行事の継続開催（★） 

イ 乳幼児を連れた保護者向けサービスの推進（読書による子育ての支援）（★） 

ウ 児童や青少年（ヤングアダルト）の読書活動の促進、図書館利用につながる 

  行事等の継続開催（★） 

エ 小中学校との連携（支援）（★） 

オ その他 

<記入欄> 
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別紙 1－６ 

「宮代町立図書館」事業計画書 

第２次宮代町立図書館ビジョン 

＊記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。 

＊記載しきれない場合は、別資料として提出(Ａ４版)することも可とします。 

 

図書館ビジョン 

 重点課題⑥ 地域に根差し、住民・利用者とともに育む図書館運営 

事業提案にあたってのポイント  

ア 専門的職員の配置と育成（★） 

イ 住民や利用者の交流と研修機会の確保（★） 

ウ 情報の公開と発信の強化（★） 

エ その他 

<記入欄> 
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別紙 1－７ 

「宮代町立図書館」事業計画書 

第２次宮代町立図書館ビジョン 

＊記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。 

＊記載しきれない場合は、別資料として提出(Ａ４版)することも可とします。 

 

図書館ビジョン 

 重点課題⑦ 施設の適切な維持改善と快適な利用環境づくり 

事業提案にあたってのポイント  

ア 施設、設備の改修（★） 

イ 既存施設の活用、改修等による飲食、交流スペースの創造（★） 

ウ 閲覧、学習スペースの充実 

エ その他 

<記入欄> 
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別紙 2 

 

「宮代町立図書館」令和３年度収支計画書 

収入 

 

支出 

注１ 人件費については、事業計画書に記載した職員配置表に基づき積算してください。 

注２ 管理費・事務費・事業費については、概算で経費を積算してください。作成にあ 

たっては、業務要求水準書の別添資料２「過去４年度分決算資料」を参照してください。 

注３ コスト削減等の提案がありましたら、提案事項欄に記入してください。 

科  目 金額（千円） 積算内訳 

指定管理料   

施設利用料金   

その他収入   

合 計   

科  目 金額（千円） 積算内訳 

人件費支出 
（給料、賞与、手当等） 

  

管理費支出 
・光熱水費 

・通信費 

・修繕費 

・賃借料、データ使用料 

・業務委託費（保守・管理等） 

 

 

 

 

事務費支出 
・消耗品費（新聞代含） 

・IC タグ 

 

 

 

 

事業費支出 
・事業費（交通費、保険料、

広告宣伝費、会議費等） 

・講師料 

・燃料費 

・負担金、会費等 

 

 

 

 

資料費支出 
・図書費、視聴覚資料費 

・雑誌購入費 

・法令追録代 

  

その他 
 

  

合 計   

提案事項 
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別紙３ 

 

「宮代町立図書館」収支計画書（５ヵ年総括表） 

収入                               (単位：千円) 

 

支出                               (単位：千円) 

 

科目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

指定管理料      

利用料金      

その他収入      

合計      

科目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

人件費支出 
 

     

管理費支出 
・光熱水費 

・通信費 

・修繕費 

・賃借料、デ

ータ使用料 

・業務委託費 

     

事務費支出 
・消耗品費 

（新聞代含） 

・IC タグ 

     

事業費支出 
・事業費 

・講師料 

・燃料費 

・負担金、会

費等 

     

資料費支出 
・図書費、視

聴覚資料費 

・雑誌購入費 

・法令追録代 

     

その他      

合 計      
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                                        別紙４ 

 

並行運営期間の施設運営全般の引継ぎに関する書類 

 

◎並行運営期間の施設運営全般の引継ぎの考え方についてご記入ください。 

 ①並行運営の必要とする期間の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②並行運営期間中の業務内容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ③並行運営期間の職員配置計画 
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別紙５ 

 

共同事業体協定書兼委任状 

令和２年  月  日 

宮代町長  様 

共同事業体名 

団体の所在地                

団 体 の 名 称               

代 表 者 氏 名            印  

  上記件名の公募に参加するため、公募要項に基づき、共同事業体を結成し、宮代町との間にお

ける下記事項に関する権限を代表者に委任して申請します。 

  なお、当該件名の指定管理者に指定された場合は、各構成団体は、宮代町立図書館の指定管理

者としての業務遂行及び業務の遂行に伴い当共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して

責任を負います。 

(備考) 共同事業体の構成団体数が３者以上の場合は、様式に準じて作成してください。 

件  名  宮代町立図書館指定管理者 

共同事業体の名称  

同事務所所在地  

共同事業体 

の代表者 

(受任者) 

所在地 

団体名                            印 

代表者名 

同事業体の 

構成団体 

(委任者) 

所在地 

団体名                            印 

代表者名 

共同事業体の 

成立、解散の 

時期及び委任 

期間 

令和  年  月  日から当該指定管理者の指定終了後３か月を経過す

る日まで。ただし、当共同事業体が上記件名の指定管理者とならなかった場

合は、直ちに解散します。また、当共同事業体の構成団体の脱退又は除名に

ついては、事前に宮代町の承認がなければこれを行うことができないものと

します。 

委任事項 
1 指定管理者の指定の申請に関する件 2 協定締結に関する件 

3 経費の請求受領に関する件     4 契約に関する件 

その他 

1 本協定に基づく権利義務は他人に譲渡することはできません。 

2 この協定書に定めのない事項については、構成団体全員により協議するこ

ととします。 
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別紙６ 

 

誓 約 書 

  

 

 

当社が当該施設の指定管理者に応募するにあたり、宮代町公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例第２条第１項第６号に揚げる団体の資格が宮代町公の施設の指定

管理者制度に関する指針における申請者の資格に該当する応募者であることを誓約いたし

ます。 

 

 

 

 

宮代町長 新井 康之  様 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

住 所 

 

名 称                               印 

 

電 話 
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法 人 等 役 員 名 簿                 

役 職 名 氏   名 ふりがな 性別 生 年 月 日 住 所 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


